
平成 28年度事業報告書 

平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

 

Ⅰ．経常増減の部 

定款第 3条に掲げる事業は、次の通り行った。 

（1）奨学金支出 

① 高校生に対する奨学金の給与 

14生（26生）継続者 67名に対して 1人月額 10,000円を給付した。 

15生（27生）継続者 56名に対して 1人月額 10,000円を給付した。 

16生（28生）新規採用者 69名に対して 1人月額 10,000円を給付した。 

（計 192名、月総額 1,920,000円 総額 23,040,000円） 

16生（28生）入学一時学生として 25名に対して１人 50,000円を給付した。 

              （計 25名、年間総額 1,250,000円） 

② 高専生に対する奨学金の給与 

継続者 9名のうち、5年生 2名、4年生 3名に 1人月額 7,500円、3年生 3名、2年生 1名、新規採

用者の 1年生 6名に対して 1人月額 5,000円を給付した。 

（計 15名、月総額 87,500円、年間総額 1,050,000円） 

 

 

 ③ その他  

5名の辞退者と 1名の継続不可及び 1名の一時停止者による減額は、▲180,000円であった。 


